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大
谷
大
学
図
書
館
所
蔵
『
大
乗
五
蘊
論
聞
書
』（
一
）

箕　

浦　

暁　

雄

一　

は
じ
め
に

　

ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
の
『
五
蘊
論
』
に
対
す
る
諸
註
釈
書
が
イ
ン
ド
で
著
さ
れ
、
チ
ベ
ッ
ト
や
敦
煌
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
イ
ン
ド
、

チ
ベ
ッ
ト
、
敦
煌
の
諸
地
域
で
『
五
蘊
論
』
に
基
づ
く
学
問
の
伝
統
が
あ
っ
た
こ
と
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
）
1
（
る
。
一
方
、
東
ア
ジ
ア

地
域
に
は
、
漢
訳
『
五
蘊
論
』
と
『
大
乗
広
五
蘊
論
』
と
い
う
漢
語
断
片
が
伝
わ
っ
て
い
る
。
ま
た
、
了
道
記
『
大
乗
広
五
蘊
論
纂
釈
』

（
日
本
大
蔵
経
所
収
）
が
現
存
す
る
し
、
江
戸
後
期
の
『
五
蘊
論
』
講
義
録
二
本
が
現
存
す
る
。
講
義
録
と
は
、
大
谷
大
学
図
書
館
所
蔵

『
大
乗
五
蘊
論
聞
書
』（
口
述
者
な
ら
び
に
記
録
者
は
記
さ
れ
て
お
ら
ず
不
明
）
と
、
金
沢
市
立
玉
川
図
書
館
近
世
史
料
館
所
蔵
、
環
定
『
大

乗
五
蘊
論
聞
記
』
で
あ
る
。
前
者
は
、「
大
乗
五
蘊
論
講
義　

本
」「
大
乗
五
蘊
論
講
義　

末
」
と
い
う
表
題
が
表
紙
に
付
さ
れ
て
い
る

二
冊
の
和
書
で
あ
る
。
内
題
に
は
「
大
乗
五
蘊
論
聞
書
」
と
あ
り
、
内
容
の
区
切
り
で
は
な
く
、
文
章
の
途
中
で
二
冊
に
分
け
て
綴
じ

ら
れ
て
い
る
。
一
方
、
後
者
は
、
真
宗
大
谷
派
の
僧
侶
環
定
が
行
っ
た
講
義
の
筆
録
で
あ
る
。
真
宗
大
谷
派
「
学
寮
講
義
年
鑑
」（
真
宗

典
籍
刊
行
会
編
『
真
宗
大
系
』
第
三
十
七
巻
、
国
書
刊
行
会
、
一
九
二
五
年
）
に
、
環
）
2
（
定
が
天
保
十
年
（
一
八
三
九
年
）
の
夏
講
に
お
い
て
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『
五
蘊
論
』
の
講
義
を
行
っ
た
記
録
が
あ
る
。
こ
の
『
大
乗
五
蘊
論
聞
記
』
の
内
題
が
記
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
「
天
保
十
己
亥
夏
環
定

寮
司
述　

大
乗
五
蘊
論
聞
記
」
と
あ
っ
て
「
学
寮
講
義
年
鑑
」
の
記
録
と
一
致
す
る
。

　

そ
の
「
学
寮
講
義
年
鑑
」
に
は
、
延
享
四
年
（
一
七
四
七
年
）
か
ら
大
正
十
三
年
（
一
九
二
四
年
）
の
あ
い
だ
に
、
ま
た
「
学
寮
講
義

年
鑑
補
遺
」（
真
宗
典
籍
刊
行
会
編
『
続
真
宗
大
系
』
第
二
十
巻
、
国
書
刊
行
会
、
一
九
四
一
年
）
に
は
、
昭
和
十
年
（
一
九
三
五
年
）
か
ら
昭

和
十
五
年
（
一
九
四
〇
年
）
の
あ
い
だ
に
、
真
宗
大
谷
派
の
学
寮
で
行
わ
れ
た
講
義
題
目
等
の
記
録
が
あ
る
。
そ
れ
ら
に
よ
れ
ば
、
何
度

も
『
五
蘊
論
』
の
講
義
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

安
永
九
年
庚
子
（
一
七
八
〇
年
）
夏
講　

五
蘊
論　

擬
司
滅
文

天
明
元
年
辛
丑
（
一
七
八
一
年
）
夏
講　

五
蘊
論　

寮
司
徳
成

文
化
四
年
丁
卯
（
一
八
〇
七
年
）
夏
講　

五
蘊
論　

擬
寮
司
慧
深

文
化
六
年
己
巳
（
一
八
〇
九
年
）
夏
講　

五
蘊
論　

擬
寮
司
玄
伏

文
化
十
年
癸
酉
（
一
八
一
三
年
）
夏
講　

五
蘊
論　

擬
寮
司
諦
融

文
化
十
二
年
乙
亥
（
一
八
一
五
年
）
夏
講　

五
蘊
論　

擬
寮
司
法
幢

文
政
四
年
辛
巳
（
一
八
二
一
年
）
夏
講　

五
蘊
論　

擬
寮
司
一
空

文
政
五
年
壬
午
（
一
八
二
二
年
）
夏
講　

五
蘊
論　

寮
司
智
曜

文
政
八
年
乙
酉
（
一
八
二
五
年
）
夏
講　

五
蘊
論　

擬
寮
司
圓
慶

文
政
九
年
丙
戌
（
一
八
二
六
年
）
夏
講　

五
蘊
論　

擬
寮
司
了
遊

天
保
七
年
丙
申
（
一
八
三
六
年
）
夏
講　

五
蘊
論　

寮
司
見
瑞
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天
保
十
年
己
亥
（
一
八
三
九
年
）
夏
講　

五
蘊
論　

寮
司
環
）
3
（
定

安
政
二
年
乙
卯
（
一
八
五
五
年
）
春
講　

五
蘊
論　

擬
寮
司
祐
明

安
政
五
年
戌
午
（
一
八
五
八
年
）
春
講　

大
乗
五
蘊
論　

擬
寮
司
榮
聲　
　
＊
括
弧
内
の
西
暦
は
筆
者

　

と
こ
ろ
で
、「
大
谷
派
先
輩
著
述
目
録
」（
真
宗
典
籍
刊
行
会
編
『
真
宗
大
系
』
第
三
十
七
巻
、
国
書
刊
行
会
、
一
九
二
五
年
）
な
ら
び
に

「
大
谷
派
先
輩
著
述
目
録
補
遺
」（
真
宗
典
籍
刊
行
会
編
『
続
真
宗
大
系
』
第
二
十
巻
、
国
書
刊
行
会
、
一
九
四
一
年
）
に
は
『
五
蘊
論
』
に
関

す
る
講
義
記
録
や
書
名
は
見
当
た
ら
な
い
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
大
谷
大
学
図
書
館
が
所
蔵
す
る
『
大
乗
五
蘊
論
聞
書
』
と
題
さ
れ
た
こ
の
講
義
録
は
、
先
に
列
挙
し
た
い
ず
れ
の

講
義
録
な
の
か
、
あ
る
い
は
記
録
に
残
っ
て
い
な
い
別
の
も
の
な
の
か
、
現
時
点
で
は
断
定
し
得
な
か
っ
た
。
口
述
者
、
記
録
者
、
お

よ
び
口
述
筆
写
の
年
代
は
不
明
で
あ
る
。

　

了
道
の
『
大
乗
広
五
蘊
論
纂
釈
』
と
、
こ
れ
ら
二
つ
の
講
義
録
は
、
イ
ン
ド
や
チ
ベ
ッ
ト
の
註
釈
書
に
比
べ
れ
ば
、
は
る
か
に
新
し

い
時
代
の
も
の
で
あ
る
が
、
東
ア
ジ
ア
地
域
で
『
五
蘊
論
』
研
究
が
行
わ
れ
て
い
た
数
少
な
い
現
存
資
料
と
い
う
こ
と
に
な
）
4
（
る
。『
大
乗

広
五
蘊
論
纂
釈
』
や
『
五
蘊
論
』
講
義
録
を
繙
く
な
ら
、『
五
蘊
論
』
を
他
の
瑜
伽
行
唯
識
学
派
の
文
献
と
共
に
体
系
的
に
理
解
し
よ
う

と
す
る
学
問
の
営
み
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
江
戸
時
代
の
学
僧
た
ち
は
、
今
日
の
よ
う
に
イ
ン
ド
や
チ
ベ
ッ
ト
由
来
の
ア
ビ
ダ

ル
マ
や
瑜
伽
行
唯
識
学
派
の
文
献
を
参
照
で
き
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
を
承
知
の
う
え
で
、
こ
れ
ら
講
義
録
に
基
づ
き
、
そ
の
時
代
、

そ
の
地
域
に
お
い
て
、
ど
れ
ほ
ど
の
学
問
が
形
成
さ
れ
て
い
た
か
知
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
よ
い
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
江
戸
時
代
の

学
問
の
成
果
を
も
っ
て
再
び
イ
ン
ド
の
地
平
に
立
ち
返
る
こ
と
で
、
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
の
著
作
を
思
想
史
の
上
に
位
置
付
け
る
こ
と
が

で
き
れ
ば
よ
い
で
あ
ろ
う
。
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
『
五
蘊
論
』
と
ス
テ
ィ
ラ
マ
テ
ィ
『
五
蘊
論
註
』
研
究
の
一
環
と
し
て
、
大
谷
大
学
図



（箕浦）　4

書
館
所
蔵
『
大
乗
五
蘊
論
聞
書
』
の
翻
刻
を
提
示
す
る
理
由
は
こ
こ
に
あ
る
。

二　
『
大
乗
五
蘊
論
聞
書
』
翻
刻
（
一
丁
左—

十
五
丁
左
三
行
目
）

　
　
　

凡
例

　

•
 

本
書
に
は
丁
数
が
記
さ
れ
て
い
な
い
。
内
題
が
記
さ
れ
て
い
る
頁
（
一
丁
左
）
か
ら
順
に
丁
数
を
付
し
、
翻
刻
文
中
﹇　

﹈
内
に

記
し
た
。

　

•
 

旧
仮
名
遣
い
は
原
文
の
ま
ま
に
留
め
た
。
ま
た
、
敢
え
て
表
記
の
統
一
を
は
か
ら
な
い
。

　

•
 

口
述
筆
記
と
い
う
性
質
上
、
当
て
字
、
略
字
、
合
字
な
ど
が
多
々
使
用
さ
れ
て
い
る
。
断
り
な
く
適
宜
改
め
た
。

　

•
 

断
り
な
く
適
宜
現
行
の
漢
字
に
改
め
た
箇
所
が
あ
る
。

　

•
 

読
者
の
便
宜
を
は
か
り
、
翻
刻
者
が
適
宜
句
読
点
や
中
黒
を
補
う
。

　

•
 

仏
典
名
に
『　

』
を
付
す
な
ど
、
翻
刻
文
中
の
一
切
の
括
弧
の
類
い
は
翻
刻
者
に
よ
る
補
い
で
あ
る
。
ま
た
、
翻
刻
文
中
の
註
記

も
す
べ
て
翻
刻
者
に
よ
る
。

　

•
 

明
ら
か
に
表
記
の
誤
り
だ
と
認
め
ら
れ
る
箇
所
、
表
記
を
改
め
た
方
が
よ
い
と
思
わ
れ
る
場
合
に
は
当
該
箇
所
の
右
横
に
註
記

し
た
。

　

•
 

破
損
等
に
よ
り
判
読
で
き
な
い
箇
所
に
は
、
お
お
よ
そ
の
字
数
に
相
当
す
る
□
を
記
し
た
。
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﹇
一
丁
左
﹈

　
　

大
乗
五
蘊
論
聞
書

　

此
『
五
蘊
論
』）5
（

ハ
瑜
伽
十
支
ノ
中
ノ
一
支
ニ
シ
テ
世
親
菩
薩
ノ
制
造
シ
玉
ふ
処
ソ
ノ
論
ワ
ツ
カ
ニ
十
教
ホ
ト
ノ
論
ナ
レ
ト
モ
ソ
ノ
明

処
ロ
ユ
タ
カ
ニ
シ
テ
五
蘊
十
二
処
十
八
界
ノ
名
ト
義
ト
ヲ
列
子
玉
ヒ
、
実
ニ
『
瑜
伽
大
論
』）6
（

ノ
入
テ
『
阿
毘
達
磨
造（
雑
）集

論
』）7
（

ノ
モ
ト
タ

子
ト
ナ
ル
処
ロ
ノ
論
本
ナ
レ
ト
モ
此
法
相
宗
ニ
於
テ
ハ
『
解
深
密
経
』）8
（

ヲ
以
テ
所
依
ノ
根
本
経
ト
ス
ル
。
ソ
ノ
経
ハ
全
部
五
巻
ニ
分
レ

テ
品
ハ
則
チ
八
品
大
乗
ノ
甚
深
微
細
ノ
教
行
果
ノ
次
第
ヲ
説
玉
フ
。
ソ
ノ
第
三
巻
「
分
別
瑜
伽
品
」
三
右
ニ
弥
勒
菩
薩
ヲ
対
告
ト
シ
テ

説
玉
フ
中
ニ
「
我
説
識
ノ
所
縁
ハ
唯
識
ノ
所
現
ナ
ル
カ
故
ニ
」）9
（

ト
説
テ
一
切
諸
法
唯
識
所
変
ナ
ル
旨
ヲ
慈
氏
菩
）
10
（
薩
ニ
附
属
シ
玉
フ
。
夫

ヨ
リ
佛
内
隠
ノ
后
九
百
年
ニ
至
テ
无
）
11
（
著
菩
薩
出
興

﹇
二
丁
右
﹈

シ
玉
フ
。
弥
勒
菩
薩
ヘ
直
ク
ノ
説
法
ヲ
言
セ
ラ
レ
弥
勒
ソ
ノ
言
ニ
應
シ
テ
都
史
多
天
）
12
（

宮
ヨ
リ
ア
マ
ク
タ
リ
中
天
竺
阿
瑜
）
13
（

闍
ノ
講
堂
ニ
シ

テ
五
部
ノ
論
ヲ
説
玉
フ
。
ソ
ノ
中
『
瑜
伽
師
地
論
』
ハ
一
部
百
巻
五
分
ニ
ワ
カ
レ
テ
一
切
諸
法
ノ
教
行
果
ヲ
十
七
地
ト
分
テ
『
解
深
密

経
』
ニ
於
テ
佛
ヨ
リ
親
ク
サ
ツ
カ
リ
玉
フ
処
ロ
ノ
瑜
伽
唯
識
ノ
旨
ヲ
審
カ
ニ
説
キ
述
玉
フ
。
无
著
此
ヲ
受
、
世
親
、
獅（
師
）子
）
14
（
覚
ヘ
傳
ヘ
玉

フ
。
爾
ル
ニ
此
ノ
大
論
文
義
ト
モ
ニ
広
博
ナ
ル
故
入
学
ノ
者
ソ
ノ
便
リ
ヲ
エ
ス
。
此
ニ
ヨ
テ
慈
氏
菩
薩
自
ラ
『
弁
中
論
』）15
（

『
大
荘
厳
論
』）16
（

『
分
別
瑜
伽
論
』）17
（

ノ
三
論
ヲ
造
リ
无
著
・
世
親
ノ
二
論
師
各
釈
論
ヲ
製
シ
テ
『
瑜
伽
論
』
ヲ
成
助
シ
玉
フ
。
ソ
ノ
数
十
支
ヲ
成
シ
テ
瑜
伽

ノ
十
支
ト
称
ス
ル
。
此
モ
ト
三
菩
薩
相
傳
ノ
称
ヘ
ト
ミ
ヘ
テ

﹇
二
丁
左
﹈

『
述
記
序
』）18
（

ナ
ト
ニ
モ
十
支
ノ
名
カ
顕
テ
ア
ル
。
ソ
ノ
モ
ノ
カ
ラ
ヲ
列
ル
コ
ト
ハ
『
了
義
灯
』）19
（

一
本
廿
九
右
ニ
、
一
者
『
百
法
論
』）20
（

、
二
者

此
『
五
蘊
論
』、
三
『
顕
揚
論
』）21
（

、
四
『
摂
大
乗
論
』）22
（

、
五
『
雑
集
論
』、
六
『
弁
中
弁（
辺
）論
』、
七
『
二
十
唯
識
』）23
（

、
八
『
三
十
唯
識
論
』）24
（

、
九
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『
大
荘
厳
論
』、
十
『
分
別
瑜
伽
論
』、
此
ヲ
『
瑜
伽
大
論
』
ノ
十
支
ト
名
テ
、
支
ハ
支
分
ノ
義
、
枝
末
ノ
エ
タ
子
分
ノ
コ
ト
シ
。
夫
ニ
対

シ
テ
『
瑜
伽
大
論
』
ヲ
本
論
ト
称
ス
ル
一
処
ヲ
玉
廿（
？
？
）八『
三
十
述
記
』
六
本
廿
）
25
（
右
ナ
ト
ニ
「
本
論
」
ト
称
シ
テ
ア
ル
。
爾
レ
ハ
『
瑜
伽
大

論
』
ハ
根
本
ニ
シ
テ
木
ノ
根
ナ
リ
。
又
右
ノ
論
十
）
26
（
論
ハ
支
分
ニ
シ
テ
木
ノ
枝
コ
レ
ソ
ノ
支
分
ノ
支
分
タ
ル
ユ
ヘ
ン
ハ
末
ニ
非
レ
ハ
以
テ

本
ヲ
顕
ス
コ
ト
ナ
リ
。
大
木
ヲ
キ
ラ
ン
ト
ス
ル
ニ
先
枝
オ
ロ
シ
ヲ
シ
テ
カ
ヽ
ル
カ
如
ク
『
瑜
伽
大
論
』
ヲ
学
ン
ト
欲
ン
ト
先
ス
ヘ
カ
ラ

ク
此
十
支
ノ

﹇
三
丁
右
﹈

論
ニ
ヨ
ル
ヘ
シ
。『
瑜
伽
略
賛（
纂
）』
十
四
丁
ニ
唯
識
論
ノ
コ
ト
ヲ
明
シ
）
27
（
テ
、
此
論
卽
『
瑜
伽
支（
師
）地
』
十
一
ト
『
三
十
疏
』
八
末
六
十
三
）
28
（
右
ニ

「
若
此
論
无
ハ
瑜
伽
ヲ
解
難
シ
」
ト
処
々
ニ
此
論
支
ア
リ
テ
瑜
伽
ノ
釈
家
カ
此
唯
識
ヲ
知
ヌ
故
、
瑜
伽
ヲ
工
解
セ
ヌ
ト
云
テ
ア
ル
。
此

ハ
『
三
十
論
』
及
上
ノ
コ
ト
シ
ヤ
カ
、
何
ニ
モ
セ
ヨ
瑜
伽
ノ
解
シ
難
ヲ
解
易
ラ
シ
ム
ル
支
分
ノ
支
分
タ
ル
モ
ノ
シ
ヤ
ト
ア
ル
。
ソ
コ
テ

此
十
支
論
ソ
レ
〳
〵
ニ
役
マ
ヘ
カ
ア
ル
ノ
テ
先
ホ
ト
列
タ
『
了
義
灯
』
ニ
ハ
ソ
ノ
論
ノ
細
注
ニ
異
名
ヲ
挙
テ
ア
ル
。
夫
カ
ラ
伺
フ
ト
キ

ハ
其
論
ノ
人
カ
答
カ
知
ル
ナ
リ
。
ソ
ノ
上
ニ
『
百
法
論
』
ヲ
初
ニ
挙
ソ
ノ
次
ニ
『
五
蘊
論
』
ヲ
挙
テ
、
乃
至
最
后
ニ
『
分
別
瑜
伽
論
』

ヲ
列
ヌ
ル
。
此
カ
学
ヒ
入
次
第
ト
ミ
ヘ
テ
前
ノ
『
百
法

﹇
三
丁
左
﹈

論
』
ヤ
『
五
蘊
論
』
等
ニ
於
テ
学
ヒ
得
処
ヲ
最
后
ニ
ハ
現
心
ニ
結
皈
シ
テ
真
无
漏
智
ヲ
得
テ
、
ツ
イ
ニ
真
理
ヲ
証
リ
得
ル
ヤ
ヨ
ウ
ニ
ト

云
カ
、
此
列
ネ
方
ノ
次
第
ナ
リ
。
ソ
コ
テ
此
『
百
法
論
』
ヤ
『
五
蘊
論
』
ハ
諸
法
ノ
名
ニ
数
ヲ
オ
ホ
ヘ
名
ニ
隋
テ
其
義
ヲ
釈
ス
ル
ノ
論

此
ハ
初
学
ノ
至
ト
モ
イ
ソ
ク
処
ロ
ト
キ
ソ
ノ
初
ノ
『
百
法
論
』
ヲ
『
陳
名
数
論
』
ト
名
ル
。
タ
ヽ
百
法
ノ
名
数
ヲ
列
ネ
タ
斗
リ
テ
義
ハ

釈
シ
テ
ハ
ナ
イ
。
次
此
『
五
蘊
論
』
ニ
ハ
二
ヶ
ノ
顕
名
ア
リ
テ
三
『
依
名
釈
義
論
』
ト
名
ル
。
此
ハ
『
百
法
論
』
ヨ
リ
ハ
又
一
段
微
細

ニ
ナ
リ
テ
一
々
ノ
名
ニ
依
テ
ソ
ノ
義
ヲ
釈
ス
ル
故
『
依
名
釈
義
論
』
ト
名
ル
。
扨
々
『
粗
釈
対
義
論
』
ト
名
ク
ル
。
ア
ラ
ク
諸
法
ノ
体
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ト
義
ト
釈
シ
テ
ア
ル
。
体
ハ
体
性
モ
ノ
カ
ラ

﹇
四
丁
右
﹈

眼
根
ナ
レ
ハ
清
浄
色
ヲ
体
ト
ス
ル
カ
、
此
カ
体
義
ハ
義
用
ハ
タ
ラ
キ
テ
青
黄
等
ノ
色
境
ヲ
取
ハ
タ
ラ
キ
シ
ヤ
ト
、
カ
ヨ
ウ
ニ
ア
ラ
〳
〵

ト
体
ト
義
ト
ヲ
釈
シ
テ
有
故
『
諸（
粗
）釈

体
義
論
』
ト
名
ル
。
此
二
ヶ
ノ
異
名
カ
第
五
ノ
『
阿
毘
達
磨
雑
集
論
』
ニ
対
タ
名
ナ
リ
。
彼
『
雑

集
論
』
テ
ハ
列
タ
斗
リ
『
五
蘊
論
』
テ
ハ
名
ニ
ヨ
リ
テ
義
ヲ
釈
ス
ル
斗
リ
、
ソ
レ
ヲ
具
ニ
分
別
解
説
ス
ル
カ
『
雑
集
論
』
ナ
リ
。
ソ
コ

テ
『
分
別
名
数
論
』
□
『
略
陳
名
数
論
』『
得
名
釈
義
論
』
ノ
オ
ク
ノ
手
シ
ヤ
ト
云
コ
ト
。
又
二
『
廣
陳
体
義
論
』
ト
名
ル
。
此
ハ
『
百

法
論
』
ハ
経
ヲ
略
シ
此
論
テ
ハ
ア
ラ
〳
〵
ト
述
テ
ア
ル
。
夫
ヲ
シ
タ
シ
キ
ト
シ
テ
『
雑
集
論
』
ニ
至
リ
テ
ハ
廣
ク
具
サ
ニ
義
ト
体
ト
ヲ

列
ル
。
爾
レ
ハ
『
百
法
論
』
ヨ
リ

﹇
四
丁
左
﹈

今
論
ニ
入
リ
テ
今
論
ヨ
リ
『
雑
集
論
』
ニ
入
展
轉
シ
テ
『
瑜
伽
本
論
』
ニ
入
処
ロ
ノ
支
分
支
末
ノ
論
ナ
リ
。
ソ
コ
テ
此
論
ハ
『
雑
集
論
』

カ
為
ノ
略
論
ナ
リ
。『
雑
集
論
』
ハ
今
論
カ
為
ノ
廣
論
ナ
リ
。
ソ
ノ
廣
論
タ
ル
『
雑
集
論
』
ハ
二
分
ト
分
レ
テ
初
ニ
「
本
地
分
」
ハ
蘊
処

界
三
科
ノ
諸
法
ノ
体
ヲ
明
ナ
リ
。
后
ニ
「
結（
決
）択

分
」
ハ
其
義
ヲ
廣
ク
明
ス
。
サ
テ
初
ノ
「
本
地
分
」
ハ
瑜
伽
五
分
ノ
中
ノ
「
本
地
分
」

ノ
文
義
ヲ
ア
ツ
メ
『
雑
集
』
ノ
「
決
択
分
」
ハ
瑜
伽
第
二
ノ
「
決
択
分
」
ノ
文
義
ヲ
集
ル
。
此
テ
瑜
伽
百
巻
ノ
正
所
名
ハ
ツ
キ
テ
ア
ル
。

ソ
ノ
オ
モ
ム
キ
『
対
法
疏
』
一
五
十
）
29
（
六
ニ
顕
レ
タ
リ
。
ソ
ノ
「
決
択
分
」
ハ
「
本
地
分
」
ニ
付
テ
ノ
コ
ト
ナ
レ
ハ
、「
本
地
分
」
ハ
モ
ト

ナ
リ
。
ソ
ノ
「
本
地
分
」
四
品
ノ
中
第
一
ニ
「
三
法
品
」
ト
名
テ
三
科

﹇
五
丁
右
﹈

ノ
体
義
ヲ
明
シ
テ
ア
ル
。
此
ノ
旨
ハ
其
『
雑
集
論
』「
本
地
分
」
ヲ
略
シ
タ
処
ロ
ノ
論
ナ
リ
。
爾
レ
ハ
今
論
ノ
趣
十
数
ニ
説
ル
説
ラ
ヌ
論

ナ
レ
ト
モ
廣
ク
云
ヘ
ハ
『
瑜
伽
』『
雑
集
』
ヲ
略
現
至
シ
テ
ア
ル
。
今
論
ヲ
伺
ニ
ハ
『
瑜
伽
大
論
』
ヲ
照
シ
合
セ
別
シ
テ
今
論
ノ
広
論
タ
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ル
『
雑
集
論
』
及
彼
『
述
記
』）30
（

ヲ
師
師
ト
シ
テ
伺
フ
ヘ
キ
コ
ト
ナ
リ
。
十
ヶ
年
已
前
ノ
『
三
十
述
記
』
研
窮
ノ
節
此
論
ノ
体
答
ヲ
考
へ

オ
ヒ
タ
。
此
度
ハ
日
数
モ
无
故
、
ソ
ノ
先
考
ヘ
於
タ
ラ
弁
ス
ル
ナ
リ
。
今
此
論
ヲ
解
ス
ル
ニ
略
有
五
門
、
一
述
教
興
因
、
二
顕
論
宗
旨
、

三
論
釈
家
異
、
四
解
論
題
目
、
五
科
釈
本
釈
本
文
。
第
一
述
教
興
因
ト
ハ
此
『
五
蘊
論
』
ノ
オ
コ
ル
因
縁
ヲ
弁
ス
モ
ノ
ナ
リ
。
凡
慈
恩

一
家
ニ
於

﹇
五
丁
左
﹈

テ
此
教
興
ノ
因
モ
教
起
ノ
所
因
ト
論
興
ノ
所
為
ト
ヲ
二
ヲ
分
テ
弁
ル
。
則
此
論
ノ
広
論
タ
ル
『
雑
集
論
』
ノ
『
述
記
』
ニ
此
二
科
テ
弁

シ
テ
ア
ル
。
此
モ
ト
最
勝
）
31
（
子
『
瑜
伽
釈
』）32
（

カ
ラ
オ
コ
ル
コ
ト
テ
、
今
此
論
ノ
オ
コ
ル
所
因
ヲ
弁
ス
ル
。
此
ハ
『
対
法
疏
』
ニ
順
シ
テ
知

ヘ
シ
。
彼
『
対
法
疏
』
一
十
二
左
ニ
无
著
ノ
『
雑
集
』
ヲ
説
玉
フ
所
因
ヲ
述
テ
弥
勒
菩
薩
『
瑜
伽
大
論
』
ヲ
説
テ
非
有
非
空
ノ
唯
識
四
通

ノ
旨
ヲ
説
。
増
益
損
滅（
減
）ノ

常
有
ノ
此
ヲ
破
ル
ハ
理
ト
シ
テ
顕
シ
テ
理
モ
ナ
ク
事
ト
シ
テ
キ
ワ
メ
ヨ
ト
云
コ
ト
モ
ナ
ク
義
ト
シ
テ
全
セ
ヌ

ト
云
コ
ト
ナ
ク
文
ト
シ
テ
釈
セ
サ
ル
コ
ト
ナ
リ
。
如
是
残
ル
処
ロ
ナ
ク
尽
シ
テ
尽
ス
ト
云
フ
コ
ト
ナ
キ
『
大
論
』
百
巻
ノ
論
ナ
リ
。
爾

ル
ニ
有
ル
儀
弼
ノ
菩
薩

﹇
六
丁
右
﹈

如
何
セ
ン
瑜
伽
百
巻
ノ
広
文
海
ヲ
オ
ソ
レ
テ
未
タ
ハ
リ
ア
ケ
サ
ル
表
紙
モ
オ
ラ
ス
。
解
シ
テ
ミ
ヌ
先
カ
ラ
ハ
ヤ
去
退
ノ
心
ヲ
注
シ
テ
ト

ウ
シ
テ
此
ノ
大
論
百
巻
カ
手
ニ
入
モ
ノ
カ
ト
オ
ソ
レ
テ
取
挙
ヌ
ヨ
ウ
ニ
ナ
ル
。
ソ
コ
テ
无
著
菩
薩
ノ
大
悲
ヤ
マ
ヌ
コ
ト
ナ
リ
。
智
ナ
シ

フ
ル
コ
ト
テ
『
瑜
伽
師
地
論
』
ノ
一
切
ノ
法
門
ヲ
ク
ヽ
リ
。
コ
レ
テ
略
シ
テ
此
『
雑
集
論
』
ヲ
造
ル
ト
ア
ル
。
夫
ニ
順
ス
ル
ニ
今
此
論

文
モ
又
マ
タ
爾
リ
。『
雑
集
論
』
ノ
上
ヲ
ナ
ラ
イ
略
現
シ
テ
ヤ
ス
ラ
カ
ニ
体
義
ヲ
知
ラ
シ
メ
サ
カ
ノ
ホ
リ
テ
『
瑜
伽
論
』
ニ
入
ラ
シ
メ
ン

カ
為
ニ
此
論
ヲ
造
ル
ト
云
カ
此
論
ノ
オ
コ
ル
因
縁
ナ
リ
。
扨
次
ニ
論
興
所
為
ト
云
ハ
此
論
ハ
何
ノ
為
ニ
シ
テ
カ
作
レ
ル
ヤ
ト
云
コ
ト
ヲ

弁
ス
ル
コ
ト
ヲ
弁
ス
ル
ナ
リ
。
通
シ
テ
弁
ル
ト
キ
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﹇
六
丁
左
﹈

ハ
一
者
百
法
久
住
世
ニ
住
セ
シ
メ
ン
カ
為
二
ニ
ハ
有
情
ヲ
利
楽
セ
ン
カ
為
ニ
此
論
ヲ
造
ル
ト
云
ハ
諸
論
ニ
通
ス
ル
処
ロ
ノ
所
為
ナ
）
33
（
リ
。

又
此
ノ
論
ニ
限
ル
処
ロ
ノ
所
為
ヲ
弁
ス
ル
ト
キ
ハ
此
論
ニ
申
ス
処
ロ
ノ
三
科
ノ
法
門
ハ
菩
薩
ノ
修
シ
玉
フ
十
善
巧
ノ
中
ノ
初
ノ
三
善
巧

ニ
シ
テ
、
五
蘊
ヲ
以
テ
ハ
略
ニ
諸
法
ヲ
弁
釈
シ
、
十
二
処
ニ
ア
テ
ハ
処
中
ニ
諸
ノ
法
ヲ
弁
釈
シ
、
十
八
界
ニ
ア
リ
テ
ハ
広
博
ニ
諸
法
ヲ

弁
釈
ス
ル
。
此
三
善
巧
ニ
后
ノ
七
善
巧
ハ
オ
サ
マ
リ
テ
□
□
マ
フ
。
此
三
善
巧
ヲ
明
セ
ハ
善
巧
ニ
於
不
説
処
ロ
ナ
シ
。
ソ
コ
テ
此
論
ニ

三
科
ノ
諸
法
ヲ
明
ス
。
ソ
ノ
三
科
ノ
法
門
ハ
三
種
ノ
我
執
ヲ
対
治
ス
ル
ナ
リ
。
卽
此
論
九
左
ニ
三
種
ノ
我
執
等
『
顕
揚
論
』

﹇
七
丁
右
﹈

十
四
四
右
此
ト
同
シ
夫
オ
モ
ン
ミ
レ
ハ
三
界
ノ
有
情
五
趣
ニ
輪
廻
シ
三
界
ニ
流
転
シ
テ
苦
輪
ヤ
マ
サ
ル
コ
ト
ハ
断
常
空
有
ヲ
執
ス
ル
病

ヨ
リ
オ
コ
ル
。
此
ヲ
以
テ
菩
薩
ノ
大
悲
ヤ
ム
コ
ト
ヲ
エ
ス
。
此
空
有
ノ
両
執
ヲ
除
ン
カ
為
ニ
此
論
ヲ
製
シ
玉
フ
。
ソ
ノ
有
執
ノ
中
テ
ハ

正
ク
我
有
ノ
執
ヲ
破
ス
カ
為
ナ
リ
。
我
有
ノ
執
ニ
三
種
カ
ア
テ
一
ニ
一
性
ノ
我
執
ト
云
ハ
性
ハ
体
性
ト
云
モ
ノ
カ
我
ト
云
一
物
体
ア
リ
。

我
ト
云
一（
ヒ
）ト
カ
タ
マ
リ
ア
ル
モ
ノ
シ
ヤ
ト
執
シ
テ
居
ル
ナ
リ
。
ソ
ノ
一
性
ノ
我
執
ヲ
破
ス
為
ニ
先
五
蘊
ノ
法
門
ヲ
説
テ
、
実
ニ
有
情
ト

云
モ
ノ
カ
一（
ヒ
）ト

カ
タ
マ
リ
有
ル
モ
ノ
テ
无
イ
、
我
ト
云
モ
ノ
カ
一
物
体
タ
ル
モ
ノ
テ
ナ
イ
、
ソ
ノ
色
受
想
行
識
ノ
五
蘊
カ
リ

﹇
七
丁
左
﹈

ニ
有
情
ア
リ
タ
ル
。
木
シ
ヤ
ノ
柱
シ
ヤ
ノ
ト
云
ヤ
ウ
ナ
モ
ノ
カ
ヨ
リ
ア
ツ
マ
リ
テ
コ
ソ
假
リ
ニ
家
ト
云
モ
ノ
カ
出
来
タ
ノ
シ
ヤ
。
ヨ
リ

合
モ
ノ
ヲ
ト
リ
テ
ノ
ケ
ハ
柱
ハ
柱
ラ（
衍
カ
）ム
ナ
木
ハ
ム
ナ
木
テ
別
タ
テ
家
ト
云
一（
ヒ
）ト
カ
タ
マ
リ
ハ
ナ
イ
。
引
ヨ
セ
テ
ム
ス
ヘ
ハ
柴
ノ
ヒ
ラ
ク

ナ
リ
。
今
我
等
有
情
モ
其
通
リ
テ
ヨ
リ
物
ノ
五
蘊
カ
カ
リ
ニ
和
合
シ
タ
処
テ
カ
リ
ニ
有
情
ト
云
モ
ノ
カ
ア
ル
ノ
ナ
レ
ト
モ
、
一（
ヒ
）ト
カ
タ

マ
リ
ノ
我
ト
云
モ
ノ
ハ
ナ
イ
。
五
蘊
ヲ
惣
シ
テ
一
ト
ツ
カ
子
ニ
シ
テ
モ
ト
メ
テ
モ
我
レ
ト
云
モ
ノ
ハ
不
可
得
ナ
リ
。
五
蘊
ヲ
一
一
セ
ン

サ
ク
シ
フ
ル
ウ
チ
コ
レ
テ
モ
我
ト
云
一
物
体
ハ
不
可
得
ニ
シ
テ
、
タ
ヽ
五
蘊
ノ
法
ノ
ヨ
リ
合
モ
ノ
シ
ヤ
ト
説
テ
、
彼
ノ
初
ノ
一
性
ノ
我
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執
ヲ
遮
ス
ル
ナ
リ
。
扨
第
二
受
者
ノ
我
者
ノ
我
執
ト
云
ハ

﹇
八
丁
右
﹈

受
コ
ミ
テ
ノ
我
カ
ア
ル
ト
執
ス
ル
。
目
ニ
ミ
ル
モ
ミ
テ
ト
云
識
カ
ア
ル
、
耳
ニ
キ
ク
ト
云
モ
キ
キ
手
カ
ア
リ
、
鼻
ニ
カ
ク
モ
カ
キ
テ
カ

ア
ル
、
ソ
ノ
ミ
テ
キ
ヽ
テ
カ
キ
テ
ハ
タ
レ
シ
ヤ
ト
云
ヘ
ハ
則
チ
我
シ
ヤ
ト
云
カ
受
者
ノ
我
執
ナ
リ
。
数
）
34
（

論
ナ
ト
ノ
神
我
体
ト
云
モ
ノ
ハ

此
受
者
ノ
我
執
ナ
リ
。
ソ
コ
テ
次
ニ
十
二
処
ノ
法
門
ヲ
説
テ
六
根
六
境
ト
云
場
処
ヘ
六
轉
識
カ
生
ス
ル
ノ
テ
ソ
ノ
故
ニ
見
テ
シ
ヤ
ノ
聞

テ
シ
ヤ
ノ
ト
受
者
ノ
我
ハ
ナ
イ
ソ
ト
云
ノ
テ
受
者
ノ
我
執
ヲ
破
ス
ル
。
サ
テ
第
三
ニ
作
者
ノ
我
執
ト
云
ハ
諸
法
ヲ
コ
シ
ラ
エ
ル
コ
レ
ラ

ヘ
テ
カ
有
ニ
達
ナ
イ
ソ
ノ
コ
シ
ラ
ヘ
テ
ハ
タ
レ
シ
ヤ
ト
云
ヘ
ハ
、
此
ノ
我
カ
コ
シ
ラ
ヘ
テ
シ
ヤ
ト
執
ス
ル
カ
作
者
ノ
我
執
ナ
リ
。
其
我

執
ヲ
退
治
セ
ン
為
ニ
次
十
八
界
ノ

﹇
八
丁
左
﹈

法
門
ヲ
説
テ
、
此
身
ノ
相
タ
ハ
六
根
六
境
六
識
ノ
十
八
界
ソ
レ
〳
〵
ニ
自
性
ヲ
タ
モ
ツ
相
タ
ニ
シ
テ
、
其
中
ニ
於
テ
一
物
ト
シ
テ
作
リ

出
ス
モ
ノ
ト
云
ハ
ナ
イ
。
因
ト
縁
ト
ノ
出
合
テ
銘
々
ノ
十
八
界
ノ
種
子
縁
ヲ
マ
ツ
テ
現
行
ス
ル
。
其
外
ニ
タ
レ
カ
コ
シ
ラ
エ
ル
ト
云
コ

シ
ラ
ヘ
テ
ハ
ナ
イ
。
爾
レ
ハ
我
ト
云
一
物
体
ア
リ
テ
諸
法
ヲ
造
リ
出
ス
ト
云
コ
ト
不
可
得
ナ
リ
ト
説
テ
后
ノ
作
者
ノ
我
執
ヲ
退
治
ス
ル

ナ
リ
。
如
是
ニ
三
善
巧
ノ
三
科
ノ
法
門
ハ
三
種
ノ
我
執
ノ
謂
益
ノ
有
ノ
執
ヲ
退
治
セ
ン
カ
為
ニ
此
三
科
ノ
法
門
ヲ
説
セ
ラ
ル
ヽ
『
顕
揚

論
』
十
四
四
左
「
離
彼
所
対
治
為
㆓

増
益
㆒

〔
執
〕
故
」）35
（

ト
云
答
ナ
リ
。
ソ
ノ
増
益
ノ
我
有
ノ
執
ヲ
遮
シ
乍
ラ
爾
モ
婆
伽
梵
ノ
如
シ

﹇
九
丁
右
﹈

ト
説
カ
ケ
テ
、
三
科
ノ
諸
法
レ
キ
〳
〵
然
ト
シ
テ
有
ナ
ル
相
タ
ヲ
説
ハ
此
卽
清
弁
ノ
悪
執（
取
）空
等
ノ
損
減
ノ
我
執
ヲ
破
ス
ル
ナ
）
36
（
リ
。
如
是

ノ
我
有
ノ
増
益
ノ
我
有
ヲ
破
シ
悪
執（
取
）空

ノ
損
滅（
減
）ノ

執
ヲ
破
ス
ル
ト
ミ
ル
ニ
普
光
師
ノ
『
百
法
論
』
ノ
疏
模
擬
ス
ル
処
ロ
ナ
リ
。
ト
キ
ニ

益
増
ノ
有
ノ
執
ス
ル
ト
云
ニ
付
テ
、
其
有
ノ
此
ニ
ハ
我
有
法
有
ノ
二
執
ア
ル
中
右
弁
タ
ハ
我
有
ノ
執
ヲ
破
ト
云
義
ナ
リ
。
ソ
ノ
上
ニ
法



11　（箕浦）

有
ノ
執
ヲ
モ
遮
ス
ル
ヤ
イ
ナ
ヤ
ト
云
ニ
答
曰
論
ノ
コ
ヽ
ロ
兼
テ
ハ
法
有
ノ
執
ヲ
モ
遮
ス
ヘ
シ
。
ソ
レ
故
『
義
林
章
』「
ニ
諦
章（
義
）」
二
末
廿

五
右
、
彼
菩
薩
ノ
十
善
巧
ヲ
明
シ
テ
「
此
十
種
ノ
縁
シ
テ
境
ト
ナ
シ
テ
我
法
ノ
執
ヲ
除
」）37
（

ト
ア
ル
。
爾
レ
ハ
兼
テ
ハ
法
執
ヲ

﹇
九
丁
左
﹈

モ
遮
ス
ル
ナ
リ
。
ナ
レ
ト
モ
此
論
ノ
表
ノ
当
前
テ
云
ト
キ
ハ
、
タ
ヽ
三
種
ノ
我
執
ヲ
遮
ス
ル
ト
云
モ
ノ
法
執
ヲ
遮
ス
ル
ト
云
テ
ハ
ナ
イ
。

『
顕
揚
論
』
十
四
巻
、『
瑜
伽
』
五
十
七
廿
七
モ
同
シ
。
ソ
コ
テ
『
二
十
唯
識
』
四
左
ノ
頌
ニ
「
依
此
〔
教
〕
能
」）38
（

等
此
コ
ヽ
ロ
ハ
此
空
ト

云
ハ
伸（
心
）所
説
ノ
十
二
処
ノ
法
門
ノ
コ
ト
ナ
リ
。
十
二
処
ノ
法
門
ハ
ソ
ノ
記
ヲ
受
ル
モ
ノ
无
我
ノ
理
ヲ
証
リ
我
執
ヲ
破
ス
ル
ヤ
ウ
ニ
ナ
ル

ナ
レ
ト
モ
法
執
ヲ
遮
ス
ル
教
テ
ハ
ナ
イ
。
ソ
レ
ハ
余
程
ニ
ア
リ
テ
法
无
ニ
入
ル
ソ
ノ
余
教
ト
云
ハ
唯
識
ノ
教
ノ
コ
ト
ナ
リ
。
一
切
諸
法

唯
識
ナ
リ
ト
説
故
ニ
、
心
ニ
旨
シ
テ
山
ア
リ
谷
ア
リ
ト
云
法
執
ヲ
破
ス
ル
ノ
法
无
我
ノ
道
理
ニ
入
ナ
リ
。
爾
レ
ハ
法
執
ヲ
遮
シ
テ
法
無

我
ニ
入
ル
ハ
唯
識
ノ
法
門
ノ
モ
チ
マ
ヘ
十
二
処
ノ
法
ハ
タ
ヽ
我
執
ヲ
遮

﹇
十
丁
右
﹈

シ
テ
人
空
無
我
ニ
入
ラ
シ
ム
ル
ノ
法
門
シ
ヤ
ト
云
コ
ト
ナ
リ
。
此
趣
ム
キ
ソ
ノ
下
ノ
長
行
サ
テ
ソ
ノ
処
ロ
ノ
『
二
十
述
記
』
上
四
十
）
39
（
一
、

『
三
十
論
』
七
廿
二
左
、
ソ
ノ
処
ノ
『
述
記
』
七
末
廿
五
ニ
具
ニ
顕
シ
テ
有
ル
。
十
二
処
已
ニ
タ
ヽ
我
執
ヲ
遮
ス
ル
法
門
ニ
シ
テ
法
執
ヲ

遮
シ
ハ
セ
ヌ
ト
有
カ
ラ
ハ
五
蘊
モ
十
八
界
モ
マ
タ
〳
〵
爾
ナ
リ
。
ソ
レ
故
『
対
法
疏
』
一
六
十
六
右
ニ
十
八
界
ノ
處（
建
）立

ヲ
明
ス
。
下
ニ
今

『
二
十
論
』
ノ
十
二
処
建
立
ノ
文
ヲ
列
テ
『
二
十
唯
識
』
ト
云
テ
「
依
㆓

此
教
㆒

能
」
作
執
コ
ト
コ
レ
『
二
十
論
』
ハ
十
二
処
ヲ
説
タ
ノ
シ

ヤ
ノ
ニ
、
ソ
レ
ヲ
言
ヲ
カ
ヘ
テ
故
「
唯
説
㆓

十
八
㆒

」
ト
十
八
界
建
立
ニ
十
二
処
建
立
ノ
文
ヲ
列
付
テ
ア
ル
ナ
リ
。
爾
レ
ハ
ソ
ノ
当
前
ヲ

云
ト
キ
ハ
唯
識
ノ
法
門
ハ
法
執
ヲ
遮
ル
ノ
教
ヘ
三
科
ノ
法
門
ハ
増
益
ノ
我
執

﹇
十
丁
左
﹈

ヲ
破
ス
ル
ト
云
カ
ア
タ
リ
マ
ヘ
ナ
リ
。
ナ
レ
ト
モ
モ
ト
大
菩
薩
ノ
善
巧
ノ
法
門
ナ
レ
ハ
兼
テ
ハ
法
執
ヲ
モ
遮
ス
ル
ト
云
ヘ
シ
。
サ
キ
ニ
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引
ク
『
二
諦
疏
』）40
（

ノ
コ
コ
ロ
爾
リ
。
塑
レ
ハ
其
当
前
テ
申
ス
寸
ハ
此
論
ヲ
製
造
シ
玉
フ
所
為
ハ
三
科
ノ
法
門
ニ
善
巧
ナ
ラ
サ
ル
モ
ノ
ヲ

シ
テ
大
乗
三
科
ノ
法
門
ニ
善
巧
ナ
ラ
シ
メ
、
三
種
ノ
我
執
ヲ
対
破
兼
テ
ハ
損
滅（
減
）ノ
空
執
ヲ
遮
シ
テ
有
情
ヲ
利
楽
シ
法
ヲ
シ
テ
久
ク
此
ニ

住
セ
シ
メ
ン
為
ニ
此
論
ヲ
製
シ
玉
フ
ト
云
カ
此
論
興
ノ
所
為
ナ
リ
。
五
門
ノ
第
一
科
カ
終
テ
第
二
顕
論
宗
旨
ト
ハ
此
レ
ニ
惣
ト
別
ト
ノ

二
カ
別
レ
テ
通
ト
云
ハ
通
シ
テ
十
支
ノ
末
論
ノ
宗
ト
シ
旨
ト
ス
ル
処
別
ト
云
ハ
余
論
ニ
通
セ
サ
ル
。
今
論
不
共
ノ
宗
ト
ス
ル
処
今
論

﹇
十
一
丁
右
﹈

ハ
彼
『
対
法
論
』）41
（

ハ
廣
論
ナ
レ
ハ
今
論
ハ
ソ
ノ
『
対
法
論
』
ニ
現
シ
テ
解
ス
ヘ
キ
コ
ト
夫
ヲ
釈
ス
ル
『
対
法
疏
』
一
十
四
ニ
通
別
シ
テ
二

種
ヲ
弁
シ
テ
ア
ル
。
ソ
ノ
コ
ヽ
ロ
ハ
先
通
シ
テ
云
寸
ハ
非
有
非
空
ノ
唯
識
中
道
ヲ
宗
ト
ス
ル
。
三
性
門
ニ
於
テ
凡
夫
ノ
執
ス
ル
カ
如
キ

実
戦（
践
）実
法
ハ
有
ニ
ア
ラ
ス
。
依
他
縁（
起
）性
ハ
有
シ
テ
空
ニ
ア
ラ
ス
ト
増
益
損
滅（
減
）ノ
空
有
ノ
□
レ
タ
ル
。
非
有
非
空
ノ
中
道
コ
レ
カ
通
シ
テ

十
支
ノ
末
論
ノ
宗
旨
ナ
リ
。
コ
レ
何
故
ナ
レ
ハ
、
瑜
伽
ノ
唯
識
ヲ
明
ス
処
ロ
ノ
本
論
ノ
支
分
ナ
ル
カ
故
ニ
通
シ
テ
宗
ヲ
論
ス
ル
ト
キ
ハ

唯
識
中
道
ヲ
宗
ト
ス
ル
。
此
趣
キ
ハ
オ
モ
テ
ハ
説
テ
无
ナ
レ
ト
モ
唯
識
テ
宗
ト
ス
ル
瑜
伽
本
論
ノ
為
ノ
支
分
ナ
ル
カ
故
ニ
同
ク
唯
識
ヲ

宗
ト
ス
ル
。
彼
疏

﹇
十
一
丁
左
﹈

一
十
五
左
「
一
切
法
非
有
非
空
以
中
道
為
宗
」
ト
云
テ
終
リ
ニ
此
ハ
瑜
伽
ト
コ
ト
ハ
リ
テ
有
ナ
リ
。
爾
レ
ハ
カ
ヤ
ウ
ニ
弁
ス
ル
カ
慈
恩
ノ

御
指
図
ナ
リ
。
サ
テ
別
宗
ヲ
云
ト
キ
ハ
三
科
ヲ
明
ス
ヲ
宗
ト
ス
ル
。
此
カ
此
論
ニ
限
ル
処
ロ
ノ
宗
ナ
リ
。
此
論
一
部
ノ
宗
ト
シ
肯
ト
ス

ル
処
ハ
蘊
処
界
ノ
三
科
ノ
諸
法
ノ
名
義
ヲ
明
ス
ヨ
リ
外
ハ
ナ
イ
ナ
リ
。
此
テ
宗
旨
ヲ
弁
シ
終
タ
ナ
リ
。
五
門
第
三
論
釈
家
異
ト
ハ
此
一

門
ヲ
護
法
安
）
42
（
恵
ノ
二
論
師
ノ
釈
ノ
異
ル
相
タ
ヲ
論
ス
ル
ノ
ナ
リ
。
此
論
ニ
護
法
安
恵
ノ
二
論
解
ノ
釈
論
ア
テ
、
先
安
恵
ノ
釈
論
ハ
『
廣

五
蘊
論
』
一
）
43
（

巻
日
照
三
）
44
（

蔵
ノ
訳
ニ
シ
テ
只
今
現
存
イ
タ
シ
テ
ア
ル
。
サ
テ
護
法
菩
薩
釈
論
ア
ル
コ
ト
ハ
『
樞
要
』）45
（

上
六
右
ニ
玄
（
玄
奘
）菩

薩
三

蔵
カ
天
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﹇
十
二
丁
右
﹈

竺
ニ
渡
リ
玉
フ
節
玄
鑒
居
士
ト
云
人
ヨ
リ
護
法
菩
薩
ノ
『
成
唯
識
論
』
及
此
『
五
蘊
論
』
ノ
釈
ト
ヲ
奘
（
玄
奘
）三
蔵
カ
サ
ツ
カ
リ
玉
フ
ト
ア
ル
。

爾
レ
ハ
此
論
ニ
護
法
ノ
釈
論
有
リ
タ
コ
ト
治
定
ナ
リ
。
爾
ル
ニ
オ
シ
イ
カ
ナ
奘
（
玄
奘
）
　

三
蔵
ノ
互
（
誤
カ
）訳
ハ
無
タ
ト
ミ
ヘ
ル
ト
キ
、
爾
ラ
ハ
護
念（
法
カ
）ノ

釈
論
ア
リ
テ
コ
ソ
安
恵
ノ
釈
論
ト
対
シ
テ
其
顕
ヲ
論
ス
ヘ
ケ
ン
。
云
何
シ
テ
其
釈
ノ
異
ナ
ル
処
ロ
ヲ
論
ス
ル
ト
云
ニ
（
衍
カ
）拠

ロ
ナ
リ
。『
三

十
論
』
ノ
護
法
ノ
釈
ヲ
以
テ
対
弁
イ
サ
子
ハ
ナ
ラ
ヌ
。
此
一
科
ヲ
弁
ス
ル
ハ
有
人
此
論
ヲ
講
セ
ラ
レ
シ
節
、
安
恵
ノ
論
ヲ
全
ク
定
量
ト

シ
、
護
法
ノ
正
義
ヲ
ワ
ス
レ
テ
此
論
ヲ
解
ス
ル
ナ
リ
。
コ
レ
何
故
ナ
レ
ハ
、
彼
有
人
ナ
ト
ノ
料
簡
ハ
安
恵
不
正
義
ト
云
コ
ト
カ
コ
ヽ

﹇
十
二
丁
左
﹈

ロ
ニ
ス
マ
ヌ
カ
ラ
ツ
イ
護
法
正
義
ヲ
ワ
ス
レ
テ
解
ヲ
ナ
ス
ヤ
ウ
ニ
ナ
ル
。
此
ヲ
以
テ
私
ニ
ハ
彼
弊
害
ヲ
シ
リ
ソ
ケ
ン
ト
シ
テ
文
前
ニ
ア

タ
ラ
シ
メ
其
異
ヲ
論
シ
テ
安
恵
ノ
『
廣
〔
五
蘊
〕
論
』
ハ
護
法
正
義
ニ
於
テ
経
ノ
定
量
ト
セ
ヌ
コ
ト
ヲ
述
ワ
ス
レ
テ
護
法
正
義
異
セ
サ

ル
ヤ
ウ
ニ
気
ヲ
付
ル
ナ
リ
。
今
ノ
ソ
ノ
顕
露
ナ
ル
一
文
ヲ
挙
テ
弁
ス
ル
ニ
、
此
論
下
七
右
ノ
処
ロ
ニ
不
相
應
行
ノ
中
ノ
滅
尽
定
ヲ
明
ス

下
ニ
「
不
恒
現
行
及
恒
行
及
至
為
性
」）46
（

等
ト
ア
ル
。
此
ハ
阿
羅
漢
ナ
ト
カ
滅
尽
定
ニ
入
テ
心
々
所
ヲ
滅
无
ス
ル
ソ
ノ
心
々
所
ヲ
滅
尽
ス

ル
教
ヲ
明
ス
論
文
ナ
リ
。
先
「
不
恒
現
行
」
ト
云
ハ
前
六
轉
心
々
所
〔
ヲ
〕
サ
ス
前
五
識
ハ
ツ
子
ニ
縁
カ
ケ
テ
相
続
セ
ヌ
ナ
リ
。
目
ニ

見
ル
コ
ト
モ
境
界
カ
ウ
カ
ハ
子
ハ
シ
ラ

﹇
十
三
丁
右
﹈

レ
ヌ
目
カ
ア
カ
子
ハ
ミ
ラ
レ
ヌ
ナ
リ
。
前
五
識
ハ
縁
具
ス
ト
云
ヘ
ト
モ
、
五
意
ノ
无
心
ノ
縁
ニ
ヨ
リ
テ
オ
コ
ラ
ヌ
。
爾
レ
ハ
前
六
識
ト

共
ニ
恒
行
シ
現
ト
ハ
云
ト
レ
ヌ
。
ソ
コ
テ
此
ラ
「
不
恒
現
行
」
ト
名
ル
ナ
リ
。
此
コ
ト
『
唯
識
論
』）47
（

七
九
左
已
下
ノ
下
ノ
疏
七
本
五
十
一

右
ニ
明
シ
テ
ア
ル
。
ソ
コ
テ
今
滅
尽
定
ノ
中
ニ
ハ
、
ソ
ノ
ツ
子
ニ
現
行
セ
サ
ル
前
六
轉
識
ヲ
滅
ス
ル
ト
云
コ
ト
此
ニ
ハ
護
法
安
恵
ニ
ハ

異
論
ハ
ナ
イ
ナ
リ
。
次
ニ
「
恒
行
一
分
」
等
ト
云
処
ロ
カ
ア
ラ
ソ
イ
ナ
リ
。
先
此
文
ヲ
護
法
正
義
ヨ
リ
釈
ス
ル
ト
キ
ハ
護
法
テ
ハ
「
第
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七
識
ハ
有
漏
無
漏
ニ
通
シ
テ
有
漏
ノ
第
七
識
モ
ア
リ
无
漏
ノ
第
七
識
モ
ア
リ
」
ト
立
テ
ヽ
佛
果
及
因
縁
ノ
无
漏
ノ
ト
伝
ニ
ハ
有
漏
ノ
第

七
識
ニ
ハ
ナ
ケ
子
ト
云
无
漏
ノ
第
七
識
ア
リ
テ
平
等
証（
性
）智
ト
相
應
ス
ト
云
、
ソ
コ
テ
『
三

﹇
十
三
丁
左
﹈

十
頌
』
ニ
阿
羅
漢
ト
滅
定
ト
出
世
道
ト
ア
ル
コ
ト
ナ
シ
ト
ア
ル
ヲ
解
シ
テ
阿
羅
漢
ト
滅
尽
ト
无
漏
ノ
証
道
ニ
ハ
第
七
識
ナ
シ
ト
云
ハ
第

七
識
ノ
体
カ
サ
ツ
ハ
リ
ト
ナ
ク
ナ
ル
ト
云
コ
ト
テ
ハ
ナ
イ
。
タ
ヽ
第
七
識
ノ
中
ノ
有
漏
ノ
染
ノ
義
カ
ナ
イ
ノ
テ
ソ
ノ
ト
キ
无
漏
ノ
第
七

迄
カ
无
ト
云
コ
ト
テ
ハ
ナ
イ
ソ
ト
談
ス
ル
ナ
リ
。
此
事
『
三
十
疏
』
五
本
八
十
三
右
、
及
四
末
九
十
六
左
、
又
五
末
三
十
二
右
ニ
明
シ
テ
ア
ル

ソ
コ
テ
今
此
恒
行
ノ
一
分
ト
ア
ル
文
ノ
コ
ヽ
ロ
テ
釈
ス
ル
コ
ヽ
ロ
ハ
恒
行
ト
云
ハ
第
七
識
ノ
コ
ト
、
第
七
識
ハ
ツ
子
ニ
相
続
ス
ル
モ
ノ

故
恒
行
ト
名
ル
。
今
侭（
尽
）㆑

滅
定
ニ
恒
行
ノ
第
七
ヲ
滅
ス
ル
ト
云
ハ
第
七
ノ
体
ヲ
サ
ツ
ハ
リ
ト
滅
ス
ル
ト
云
コ
ト
テ
ハ
ナ
イ
。〔
有
〕
漏
无

漏
ノ
二
ノ
中
テ
タ
ヽ
染
ノ
有
漏
ノ
ヘ
ン
ヨ
リ
ヲ
滅
シ
テ
无
漏
浄
也
ノ
ヘ
ン
ハ
滅
セ
ヌ

﹇
十
四
丁
右
﹈

故
、
ソ
コ
テ
恒
行
ノ
一
分
ヲ
滅
ス
ル
ト
云
卽
チ
一
分
ノ
言
ヲ
浄
无
漏
ニ
対
ス
ル
一
分
ノ
言
ト
ミ
ル
ノ
ナ
リ
。
次
ニ
安
恵
論
師
ノ
釈
ハ
彼

家
ニ
於
テ
ハ
八
識
ノ
中
前
六
ト
及
第
八
識
ト
ハ
通
シ
テ
漏
无
漏
ト
ナ
リ
。
第
七
ハ
タ
ヽ
有
漏
ニ
シ
テ
无
漏
ノ
第
七
識
ナ
シ
。
ナ
セ
ナ
レ

ハ
无
漏
ノ
第
七
識
ト
云
モ
ノ
ヲ
立
ヌ
故
佛
果
ニ
ハ
第
七
ハ
ナ
イ
。
第
七
ハ
我
執
有
テ
唯
有
漏
ノ
ミ
ナ
リ
。
佛
果
ニ
ハ
有
漏
ノ
我
執
ナ
キ

故
。
ソ
コ
テ
佛
ニ
第
七
ナ
シ
ト
立
ル
。
夫
故
安
恵
テ
ハ
无
学
ト
滅
尽
ト
空
ト
无
漏
ノ
聖
者
ト
ニ
ハ
第
七
ナ
シ
ト
云
ハ
第
七
ノ
体
カ
サ
ツ

ハ
リ
ナ
シ
ト
云
此
コ
ト
『
唯
識
論
』
五
四
ソ
ノ
下
疏
五
本
八
十
二
右
左
ニ
出
ル
。
ソ
コ
テ
今
此
恒
行
一
分
ノ
文
ヲ
安
恵
ノ
釈
ス
ル
コ
ヽ
ロ

ハ
『
廣
五
蘊
〔
論
〕』
廿
三
左
ニ
「
恒
（
三
文
字
分
空
白
）

行　
　
　

」
此

﹇
十
四
丁
左
﹈

文
ノ
コ
ヽ
ロ
ハ
恒
行
三
道
色
及
等
ト
云
処
ロ
ニ
眼
ヲ
付
ヘ
シ
。
第
七
ト
ソ
ノ
キ
ソ
ノ
上
ヘ
テ
ハ
安
恵
ハ
一
分
ト
云
ハ
レ
ヌ
有
漏
无
漏
ヲ
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立
ヌ
ユ
ヘ
ナ
リ
。
第
七
ト
ソ
ノ
キ
ソ
ノ
上
ヘ
テ
ハ
全
分
ト
云
ハ
子
ハ
ナ
ラ
ヌ
。
有
漏
ノ
外
ニ
无
漏
ト
云
モ
ノ
ヲ
立
ヌ
故
ナ
リ
。
ソ
コ
テ

今
第
七
ノ
体
ヲ
残
ラ
ヌ
滅
ス
ル
コ
ト
ヲ
一
分
ト
云
タ
ハ
ア
ノ
恒
行
ノ
中一
ノ
第
七
第
八
カ
オ
サ
マ
リ
テ
滅
尽
定
ノ
中
ニ
ハ
恒
行
ノ
第
七
第

八
ハ
ミ
ナ
滅
ス
ル
テ
ハ
无
二
ツ
ノ
中
テ
タ
ヽ
第
七
ノ
ミ
ヲ
滅
ス
ル
故
ニ
、
ソ
コ
テ
一
分
ト
云
則
此
一
分
則
此
ノ
一
分
ノ
言
ヲ
第
八
ニ
対

シ
テ
一
分
ト
云
護
法
ハ
第
七
一
ノ
ウ
ヘ
テ
云
モ
ノ
ユ
へ
定
无
漏
ニ
対
シ
テ
一
分
ト
ミ
ル
ノ
ナ
リ
。
右
ノ
如
ク
弁
ス
ル
ハ
『
三
十
疏
』
七

本
六
十
九
右
等
ニ
出
テ
ア
ル
ソ
ノ
文
ニ
『
対
法
〔
論
〕』
第
二
ト
『
五
蘊
論
』
ト
ニ
ハ
恒
行
一
分
ト
云

﹇
十
五
丁
右
﹈

ト
詰
釈
ヲ
標
シ
テ
ソ
ノ
次
ニ
若
シ
第
七
ハ
唯
无
漏
ナ
リ
唯
人
執
ナ
リ
ト
説
モ
ノ
ト
云
ト
安
恵
ノ
コ
ト
ナ
リ
。
サ
テ
其
次
ニ
若
シ
「
有
㆓

法
執
㆒

」
説
ト
云
ハ
護
法
正
義
ノ
コ
ト
ナ
リ
。
護
法
テ
ハ
第
七
識
ハ
人
法
二
執
ニ
通
ス
ル
。
談
（
断
カ
）ス
ル
ト
説
モ
ノ
故
先
執
有
リ
ト
標
タ
モ

ノ
ナ
リ
。
如
是
二
家
ノ
釈
判
然
ト
分
テ
ア
ル
。
慈
恩
一
家
ニ
於
テ
ハ
ス
ヘ
テ
タ
ヽ
護
法
正
義
ト
オ
シ
立
安
恵
不
正
義
ト
シ
リ
ソ
ケ
ル
慈

恩
ノ
法
相
宗
ヲ
学
フ
者
ソ
ノ
イ
ラ
カ
タ
弁
セ
ス
レ
ハ
ア
ル
ヘ
カ
ラ
ス
。
爾
ル
ニ
有
人
ナ
ト
ハ
今
論
ヲ
ハ
『
対
法
疏
』
ヲ
指
南
ト
ス
ル
ト

云
乍
ラ
今
ノ
恒
行
一
分
ノ
文
ニ
ア
タ
リ
テ
、
安
恵
ヲ
以
テ
釈
シ
ワ
ス
レ
テ
護
法
正
義
ニ
異
ス
ル
ハ
豈
虚
慢
ノ
其
布
ヤ
何
ソ
『
対
法
疏
』

ヲ
指
南
ト
ス
ル

﹇
十
五
丁
左
﹈

ト
云
ヤ
。
右
ノ
如
ク
ワ
ケ
ユ
ヘ
夫
顕
露
ナ
ル
処
ロ
ハ
勿
論
文
言
略
ニ
シ
テ
護
法
ノ
義
ニ
似
レ
ハ
ト
テ
全
ク
安
恵
ノ
論
ヲ
指
南
ト
ス
ヘ
カ

ラ
サ
ル
コ
ト
ナ
リ
。

＊
本
研
究
は
、
大
谷
大
学
真
宗
総
合
研
究
所
二
〇
一
五
年
度
一
般
研
究
の
助
成
を
受
け
た
。
こ
こ
に
謝
意
を
表
す
る
。
ま
た
、『
大
乗
五

蘊
論
聞
書
』
翻
刻
に
際
し
て
、
川
端
泰
幸
氏
（
大
谷
大
学
講
師
）
と
戸
次
顕
彰
氏
（
大
谷
大
学
非
常
勤
講
師
・
大
谷
大
学
真
宗
総
合
研
究
所
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研
究
員
）
の
助
力
を
得
た
。
ま
た
、
織
田
顕
祐
氏
（
大
谷
大
学
教
授
）
と
三
木
彰
円
氏
（
大
谷
大
学
准
教
授
）
か
ら
示
唆
に
富
む
助
言
を
頂

い
た
。
心
よ
り
謝
意
を
表
す
る
。〔
各
氏
の
所
属
等
は
二
〇
一
五
年
度
の
も
の
で
あ
る
〕

註（１
） 

モ
ン
ゴ
ル
に
お
け
る
瑜
伽
行
唯
識
学
派
文
献
の
伝
承
に
関
す
る
本
格
的
研
究
は
皆
無
で
あ
る
。『
モ
ン
ゴ
ル
大
蔵
経
』
に
つ
い
て
は
、
松
川
節

「
モ
ン
ゴ
ル
大
蔵
経
」（『
書
香—

大
谷
大
学
図
書
館
・
博
物
館
報
』
第
三
二
号
、
二
〇
一
五
年
、pp. 2‒3

）
参
照
の
こ
と
。

（
２
） 

「
学
寮
講
義
年
鑑
」
に
は
「
環
成
」
と
あ
る
が
、「
環
定
」
と
訂
正
す
る
。

（
３
） 

前
註
２
参
照
。

（
４
） 

現
存
す
る
こ
と
を
確
認
で
き
な
い
も
の
の
複
数
の
資
料
名
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
る
。
結
城
令
聞
『
唯
識
学
典
籍
志
』（
東
京
大
学
東
洋
文
化

研
究
所
、
一
九
六
三
年
）、
小
野
玄
妙
・
丸
山
孝
雄
『
仏
書
解
説
大
辞
典
』（
大
東
出
版
社
、
一
九
三
三—

一
九
三
五
年
、
一
九
七
五
年
、
一
九
七

八
年
）
五
蘊
論
関
連
項
目
を
参
照
の
こ
と
。

（
５
） 

『
大
乗
五
蘊
論
』（N

o. 1612

）『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
第
三
十
一
巻

（
６
） 

『
瑜
伽
師
地
論
』（N

o. 1579

）『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
第
三
十
巻

（
７
） 

『
阿
毘
達
磨
雑
集
論
』（N

o. 1606

）『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
第
三
十
一
巻

（
８
） 

『
解
深
密
経
』（N

o. 676

）『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
第
十
六
巻

（
９
） 

『
解
深
密
経
』「
分
別
瑜
伽
品
」『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
第
十
六
巻 698b2 

我
説
識
所
縁
唯
識
所
現
故
。

（
10
） 

マ
イ
ト
レ
ー
ヤ
（M

aitreya

）

（
11
） 

無
著
（A

san

・gha

）

（
12
） 

ト
ゥ
シ
タ
天
（Tus

・it・a

）

（
13
） 

ア
ヨ
ー
デ
ィ
ヤ
ー
（A

yodhyā

）

（
14
） 

＊B
uddhasim

・ha

を
指
す
。『
大
唐
西
域
記
』（N

o. 2081

）
巻
第
五
『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
第
五
十
一
巻 896c1‒19 

に
、「
無
著
の
弟
子
で
あ
る

佛
陀
僧
訶
（
原
文
割
註
：
唐
言
師
子
覚
）
と
い
う
者
は
」
と
記
さ
れ
る
。

（
15
） 

『
弁
中
辺
論
』（N

o. 1600

）『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
第
三
十
一
巻
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（
16
） 

『
大
乗
荘
厳
経
論
』（N

o. 1604

）『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
第
三
十
一
巻

（
17
） 

『
解
深
密
経
』
の
「
分
別
瑜
伽
品
」
を
指
す
。

（
18
） 
た
と
え
ば
善
珠
集
『
成
唯
識
論
述
記
序
釋
』（N

o. 2260

）『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
第
六
十
五
巻326c6‒23

参
照
の
こ
と
。

（
19
） 
惠
沼
述
『
成
唯
識
論
了
義
燈
』（N

o. 1832

）『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
第
四
十
三
巻

（
20
） 

『
大
乗
百
法
明
門
論
』（N

o. 1614

）『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
第
三
十
一
巻

（
21
） 

『
顕
揚
聖
教
論
』（N

o. 1602

）『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
第
三
十
一
巻

（
22
） 

真
諦
訳
『
摂
大
乗
論
』（N

o. 1593

）、
玄
奘
訳
『
摂
大
乗
論
本
』（N

o. 1594

）『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
第
三
十
一
巻

（
23
） 

『
唯
識
二
十
論
』（N

o. 1590

）『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
第
三
十
一
巻

（
24
） 

『
唯
識
三
十
論
頌
』（N

o. 1586

）『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
第
三
十
一
巻

（
25
） 

『
三
十
述
記
』
確
認
し
え
な
か
っ
た
。

（
26
） 

『
百
法
論
』
か
ら
『
分
別
瑜
伽
論
』
に
至
る
十
論
を
指
す
。

（
27
） 

窺
基
撰
『
瑜
伽
師
地
論
略
纂
』（N

o. 1829

）『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
第
四
十
三
巻9cff

（
28
） 

『
三
十
疏
』
確
認
し
え
な
か
っ
た
。

（
29
） 

『
大
乗
阿
毘
達
磨
雑
集
論
』
を
『
対
法
論
』
と
呼
び
、
玄
範
『
大
乗
阿
毘
達
磨
雑
集
論
疏
』
を
『
対
法
疏
』
と
呼
ぶ
の
で
あ
ろ
う
か
。
結
城
令
聞

『
唯
識
学
典
籍
誌
』pp. 410‒414

参
照
の
こ
と
。

（
30
） 

窺
基
撰
『
大
乗
阿
毘
達
磨
雑
集
論
述
記
』（『
日
本
續
蔵
経
』N

o. 796

）

（
31
） 

世
親
（V

asubandhu

）
を
指
す
。

（
32
） 

『
瑜
伽
師
地
論
釋
』（N

o. 1580

）
を
指
す
。

（
33
） 

『
瑜
伽
師
地
論
釋
』（N

o. 1580

）『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
第
三
十
巻883a

参
照
の
こ
と
。

（
34
） 

サ
ー
ン
キ
ヤ
（Sām

・khya

）
を
指
す
。

（
35
） 

『
顕
揚
聖
教
論
』（N

o. 1602

）『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
第
三
十
一
巻546a4

能
遠
離
彼
所
對
治
増
益
執
故
。

（
36
） 

清
弁
（B

hāviveka

）
の
悪
取
空
と
は
、
道
倫
『
瑜
伽
論
記
』
や
窺
基
撰
『
成
唯
識
論
述
記
』
な
ど
に
言
わ
れ
る
。
清
弁
像
の
変
遷
に
つ
い
て
は
、

師
茂
樹
「
清
辨
比
量
の
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
受
容
」（『
불
교
학
연
구
（
仏
教
学
研
究
）』
八
、
二
〇
〇
四
年
、pp. 297‒322

）
参
照
の
こ
と
。

（
37
） 

窺
基
撰
『
大
乘
法
苑
義
林
章
』（N

o. 1861

）『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
第
四
十
五
巻289a

（
38
） 

『
唯
識
二
十
論
』（N

o. 1590

）『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
第
三
十
一
巻75b25

第
10
偈
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（
39
） 

窺
基
撰
『
唯
識
二
十
論
述
記
』（N

o. 1834

）『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
第
四
十
三
巻990c25‒991c29

（
40
） 

『
二
諦
疏
』
未
確
認
。

（
41
） 
前
註
29
参
照
。

（
42
） 
安
慧
（S

thiram
ati

）

（
43
） 
安
慧
菩
薩
造
『
大
乗
廣
五
蘊
論
』（N

o. 1613

）『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
第
三
十
一
巻

（
44
） 

地
婆
訶
羅
（D

ivākara

）

（
45
） 

窺
基
撰
『
成
唯
識
論
掌
中
樞
要
』（N

o. 1831

）『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
第
四
十
三
巻

（
46
） 

『
大
乗
廣
五
蘊
論
』『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
第
三
十
一
巻 854b5‒6 

所
有
不
恒
行
及
恒
行
一
分
。
心
心
法
滅
為
性
不
恒
行
。

（
47
） 

『
唯
識
論
』（N

o. 1588
）『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
第
三
十
一
巻

 

（
大
谷
大
学
准
教
授　

仏
教
学
）

 
〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉
瑜
伽
行
唯
識
学
派
、
法
相
宗
、
世
親


